
滝沢市地域経済活性化・生活支援商品券交付事業 

滝沢市共通商品券事業の概要 
滝沢市商工会  

 

  滝沢市では、市民に対し市内事業所にて利用可能な商品券を配付することにより、消費の喚起と下

支えを通じた生活者支援を行うとともに、市内経済の活性化を図るため商品券事業を実施します。 

  これに伴い、商品券を利用できる取扱店を募集します。 

 

■募集内容 

（１）対象店舗 滝沢市内に店舗・事業者がある本会会員事業所であること。 

（２）対象業種 業種は問いません。消費者に直接提供できる商品や飲食、サービスなど 

        ※たばこや公共料金など、一部対象とならないものがあります。 

（３）応募方法 ①申込フォームに入力（ＵＲＬまたは二次元コードからログインしてください） 

         ＵＲＬ：https://forms.gle/xqudHPiQvLYsqEqBA   

        ②滝沢市共通商品券取扱店登録申請書兼誓約書に記入し、 

滝沢市商工会に郵送、ＦＡＸまたは持参。 

         滝沢市商工会 〒020-0655 滝沢市鵜飼御庭田 92-3 

                ＦＡＸ ０１９－６８７－３０９０ 

（４）応募期間 令和８年３月９日（月）～令和８年３月１９日（木） 

        ・期限以降も随時受け付けますが、市民向け取扱店のご案内には掲載されません。 

（５）その他  取扱店登録料、換金に係る費用は無料、取扱店のポスターを配付します。 

 

■商品券の概要 

（１）発 行 者 滝沢市商工会 

（２）対 象 者 滝沢市民 約 54,000 人（約 24,300 世帯） 

        令和 8年 3 月 1日時点において市の住民基本台帳に登録されている方 

        （令和 8 年 3月 1 日から令和 8 年 4月 30 日までの間の出生者含む） 

（３）発行総額 324,000,000 円 

（４）配付時期 令和８年４月中旬から全世帯に発送 

（５）配 付 額 １人 6,000 円（@1,000 券×6枚綴り） 

（６）使用期間  令和８年５月１日（金）から 10 月 31 日（土）まで（６か月） 

 

■商品券の換金方法 

（１）登録店は本会が指定した金融機関にて換金を行うため、いずれかの金融機関（支店は問わない）

に口座を開設していること。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 金融機関名 支店名 郵便番号 所 在 地 電話

1 岩手銀行 滝沢支店 020-0664 岩手県滝沢市鵜飼笹森10-15 019-684-4681

2 岩手銀行 巣子支店 020-0611 岩手県滝沢市巣子1187-5 019-688-3031

3 北日本銀行 滝沢支店 020-0633 岩手県滝沢市穴口377-20 019-641-2121

4 北日本銀行 巣子支店 020-0611 岩手県滝沢市巣子1165-8 019-688-8088

5 東北銀行 滝沢支店 020-0668 岩手県滝沢市鵜飼狐洞1-244 019-687-2011

6 盛岡信用金庫 青山町支店 020-0133 岩手県盛岡市青山三丁目30-1 019-647-1181

7 盛岡信用金庫 厨川支店 020-0124 岩手県盛岡市厨川1丁目10-5 019-641-1185



  例）・岩手銀行本店の口座を登録したい → 可 

    ・みずほ銀行の口座を登録したい → 不可（上記金融機関の口座を指定してください） 

 

（２）換金手続き 

  ア 取扱店は、消費者より受け取った商品券を期間内に取扱金融機関で換金する。 

イ 商品券換金用紙に必要事項を記入し、商品券裏面の登録店欄に店名を押印、または記入した商

品券と入金口座の通帳を持参する。 

ウ 取扱金融機関では登録店から提出された商品券の額面金額を受付した日から５営業日以内に指

定口座へ入金する。 

 

（３）換金期間   

令和８年５月１日（金）から令和８年 11月 13 日（金）まで 

 

■事業スキーム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■商工会情報発信ツールの登録・利用 

（１）市民が取扱店舗を把握できるようにするため、商工会のホームページ上に情報掲載します。 

ア 商品券配付時に同封する取扱店一覧（紙） 

イ 滝沢市商工会ホームページの商品券特設ページ 

ウ 滝沢市商工会のＳＮＳ（Instagram、Facebook）での店舗紹介 

エ 滝沢市商工会ちゃぐ～るリンクへの掲載 

 

（２）商品券に関するご案内について、メール、商工会アプリを使用します。 

 

 ※ちゃぐ～るリンク、商工会アプリの登録については、取扱店登録申請時に未登録の事業所に対し、 

  ご案内いたします。 

 

 

 


